
 議案第１７号 

東京都板橋区立シニア学習プラザ条例施行規則の一部を改正する規則 

 上記の議案を提出する。 

  令和６年３月２７日 

提出者  板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

東京都板橋区立シニア学習プラザ条例施行規則の一部を改正する規則 

 東京都板橋区立シニア学習プラザ条例施行規則（令和４年板橋区教育委員会規

則第６号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

  東京都板橋区立グリーンカレッジホール条例施行規則 

 第１条中「東京都板橋区立シニア学習プラザ条例」を「東京都板橋区立グリ

ーンカレッジホール条例」に改める。 

 第２条中「東京都板橋区立シニア学習プラザ」を「東京都板橋区立グリーン

カレッジホール」に、「プラザ」を「ホール」に改める。 

 第１０条から第１２条までの規定中「プラザ」を「ホール」に改める。 

 第１５条中「プラザ」を「ホール」に改める。 

 別表（第４条関係）中 

「 

 

                                 」を 

「 

 

 

                                  」に 

改める。 

 別記第１号様式、別記第３号様式、別記第４号様式、別記第５号様式及び第

７号様式中「板橋区立シニア学習プラザ施設管理者」を「板橋区立グリーンカ

レッジホール管理者」に改正する。 

移動姿見鏡 １台につき１回 ２００円

移動姿見鏡（A） １台につき１回 ２００円

移動姿見鏡（B） １台につき１回 １５０円



 別記第８号様式中「板橋区立シニア学習プラザ施設管理者」を「板橋区立グ

リーンカレッジホール管理者」に、「シニア学習プラザ条例」を「グリーンカ

レッジホール条例」に改める。 

 別記第９号様式中「シニア学習プラザ条例」を「グリーンカレッジホール条

例」に、「シニア学習プラザ条例施行規則」を「グリーンカレッジホール条例

施行規則」に、「シニア学習プラザ」を「グリーンカレッジホール」に改める。 

 別記第１０号様式中「シニア学習プラザ」を「グリーンカレッジホール」に、 

「シニア学習プラザ条例施行規則」を「グリーンカレッジホール条例施行規則」

に改める。 

 別記第１１号様式中「シニア学習プラザ」を「グリーンカレッジホール」に

改める。 

 別記第１２号様式中「シニア学習プラザ」を「グリーンカレッジホール」に、 

「シニア学習プラザ条例」を「グリーンカレッジホール条例」に改める。 

 別記第１３号様式中「シニア学習プラザ条例施行規則」を「グリーンカレッ

ジホール条例施行規則」に「シニア学習プラザ」を「グリーンカレッジホール」

に改める。 

 付 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

  

 （提案理由） 

 東京都板橋区立シニア学習プラザ条例が東京都板橋区立グリーンカレッジホー

ル条例に改正することに伴い、同条例施行規則について一部改正の必要性が生

じたため。 
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東京都板橋区立シニア学習プラザ条例施行規則の一部を改正に係る新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○東京都板橋区グリーンカレッジホール条例施行規則 ○東京都板橋区   シニア学習プラザ条例施行規則 

令和４年３月31日東京都板橋区教育委員会規則第６号 令和４年３月31日東京都板橋区教育委員会規則第６号 

東京都板橋区立グリーンカレッジホール条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東京都板橋区立グリーンカレッジホール条例 （平成20

年板橋区条例第41号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項

を定めるものとする。 

東京都板橋区立   シニア学習プラザ条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東京都板橋区立   シニア学習プラザ条例（平成20

年板橋区条例第41号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項

を定めるものとする。 

（利用の手続） 

第２条 条例第６条第１項の規定により東京都板橋区立グリーンカレッジホ

ール（以下「ホール」という。）の貸出施設を利用しようとする者は、利

用申請書（別記第１号様式）により施設管理者（条例第13条に規定する指

定管理者（以下「指定管理者」という。）がホールの管理を行う場合にあ

っては当該指定管理者、東京都板橋区教育委員会（以下「教育委員会」と

いう。）がホールの管理を行う場合にあっては教育委員会をいう。以下同

じ。）に申請し、承認を受けなければならない。 

（利用の手続） 

第２条 条例第６条第１項の規定により東京都板橋区立   シニア学習プ 

ラザ（以下「プラザ」という。）の貸出施設を利用しようとする者は、利

用申請書（別記第１号様式）により施設管理者（条例第13条に規定する指

定管理者（以下「指定管理者」という。）がプラザの管理を行う場合にあ

っては当該指定管理者、東京都板橋区教育委員会（以下「教育委員会」と

いう。）がプラザの管理を行う場合にあっては教育委員会をいう。以下同

じ。）に申請し、承認を受けなければならない。 

第３条～第９条 略 第３条～第９条 略 

（指定管理者の公募） 

第10条 条例第14条第１項の規定による公募は、区の広報への掲載その他適

宜の方法により行うものとする。この場合において、教育委員会は、次に

掲げる事項を明示するものとする。 

(１)ホールの概要 

(２)条例第13条各号に掲げる業務の範囲及びその内容 

(３)条例第14条第３項各号に掲げる選定の基準 

(４)ホールの管理運営を行わせる期間 

(５)第12条に規定する申請の受付期間 

(６)利用料金に関する事項 

（指定管理者の公募） 

第10条 条例第14条第１項の規定による公募は、区の広報への掲載その他適

宜の方法により行うものとする。この場合において、教育委員会は、次に

掲げる事項を明示するものとする。 

(１)プラザの概要 

(２)条例第13条各号に掲げる業務の範囲及びその内容 

(３)条例第14条第３項各号に掲げる選定の基準 

(４)プラザの管理運営を行わせる期間 

(５)第12条に規定する申請の受付期間 

(６)利用料金に関する事項 
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改正後 改正前 

(７)提出する書類 

(８)その他教育委員会が必要と認める事項 

(７)提出する書類 

(８)その他教育委員会が必要と認める事項 

（公募の例外等） 

第11条 条例第14条第１項ただし書に規定する特別の事情は、次のとおりと

する。 

(１)指定管理者の公募に対し、次条の規定による申請がないとき。 

(２)第13条第１項に規定する選考の結果、条例第14条第３項に規定する最

も適当と認める法人等（以下「指定管理者候補団体」という。）が存在し

ないとき。 

(３)指定管理者の指定が取り消されたときその他公募をする暇がないと認

められるとき。 

(４)前３号に掲げるもののほか、公募を行うことができない特別の理由が

あると教育委員会が認めるとき。 

２ 指定管理者がホールの管理を行うことができないときは、ホールの管理

運営業務の全部又は一部は、教育委員会が行うものとする。 

（公募の例外等） 

第11条 条例第14条第１項ただし書に規定する特別の事情は、次のとおりと

する。 

(１)指定管理者の公募に対し、次条の規定による申請がないとき。 

(２)第13条第１項に規定する選考の結果、条例第14条第３項に規定する最

も適当と認める法人等（以下「指定管理者候補団体」という。）が存在し

ないとき。 

(３)指定管理者の指定が取り消されたときその他公募をする暇がないと認

められるとき。 

(４)前３号に掲げるもののほか、公募を行うことができない特別の理由が

あると教育委員会が認めるとき。 

２ 指定管理者がプラザの管理を行うことができないときは、プラザの管理

運営業務の全部又は一部は、教育委員会が行うものとする。 

（指定管理者の指定の申請） 

第12条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、教育委員

会が別に定める期間内に、指定管理者指定申請書（別記第９号様式）に次に

掲げる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。 

(１)ホールの管理運営に係る事業計画書 

(２)ホールの管理運営に係る収支計画書 

(３)申請をした法人その他の団体（以下「申請団体」という。）の概要、

履歴、活動の実績等を記載した書類 

(４)申請団体の経営状況を記載した書類 

(５)その他教育委員会が必要と認める書類 

（指定管理者の指定の申請） 

第12条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、教育委員

会が別に定める期間内に、指定管理者指定申請書（別記第９号様式）に次に

掲げる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。 

(１)プラザの管理運営に係る事業計画書 

(２)プラザの管理運営に係る収支計画書 

(３)申請をした法人その他の団体（以下「申請団体」という。）の概要、

履歴、活動の実績等を記載した書類 

(４)申請団体の経営状況を記載した書類 

(５)その他教育委員会が必要と認める書類 

第13条～第14条 略 第13条～第14条 略 

（事業報告書等） 

第15条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に事業報告書を教育委員会に

（事業報告書等） 

第15条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に事業報告書を教育委員会に
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改正後 改正前 

提出しなければならない。 

２ 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は年度の途中において

条例第17条の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その満了

した日又は取り消された日の翌日から起算して30日以内に、当該年度の管理

運営業務を開始した日から指定期間が満了した日又は指定を取り消された日

までの間の事業報告書を教育委員会に提出しなければならない。 

３ 事業報告書には、次の事項を記載しなければならない。 

(１)当該年度の管理運営業務の実施状況及び施設の利用状況 

(２)当該年度の利用料金の収入状況 

(３)当該年度の管理運営経費の収支状況 

(４)その他教育委員会がホールの管理運営状況の実態を把握するために必

要と認める事項 

４ 教育委員会は、ホールの管理運営の適正を期するため、第１項に規定す

る事業報告書のほか、当該管理運営業務の実態、経理状況等に関し、定期的

若しくは臨時的に報告を求め、又は実地調査若しくは必要な指示を行うこと

ができる。 

第16条～第18条 略 

提出しなければならない。 

２ 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は年度の途中において

条例第17条の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その満了

した日又は取り消された日の翌日から起算して30日以内に、当該年度の管理

運営業務を開始した日から指定期間が満了した日又は指定を取り消された日

までの間の事業報告書を教育委員会に提出しなければならない。 

３ 事業報告書には、次の事項を記載しなければならない。 

(１)当該年度の管理運営業務の実施状況及び施設の利用状況 

(２)当該年度の利用料金の収入状況 

(３)当該年度の管理運営経費の収支状況 

(４)その他教育委員会がプラザの管理運営状況の実態を把握するために必

要と認める事項 

４ 教育委員会は、プラザの管理運営の適正を期するため、第１項に規定す

る事業報告書のほか、当該管理運営業務の実態、経理状況等に関し、定期的

若しくは臨時的に報告を求め、又は実地調査若しくは必要な指示を行うこと

ができる。 

第16条～第18条 略 

 

別表（第４条関係） 
 

付帯設備の種類 利用単位 使用料の額 備考 

（略） 

 

移動姿見鏡（Ａ） １台につき１回 ２００円  

移動姿見鏡（Ｂ） １台につき１回 １５０円  

（略） 

 

別表（第４条関係） 
 

付帯設備の種類 利用単位 使用料の額 備考 

（略） 

 

移動姿見鏡   １台につき１回 ２００円  

                      

（略） 
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改正後 改正前 

別記第１号様式（第２条関係） 

 

別記第１号様式（第２条関係） 

 

利用申請書 

（あて先）板橋区立 

グリーンカレッジホール管理者 

下記の通り申請します。 

予約番号 

年 月 日 利用施設  

利 用 者 

利用者番号  利用者種別  

氏名（団体の場合は名称と代表者名） 

 

住所（団体の場合は所在地）             TEL 

 

電子メールアドレス 

（略） 

 

利用申請書 

（あて先）板橋区立 

シニア学習プラザ施設管理者 

下記の通り申請します。 

予約番号 

年 月 日 利用施設  

利 用 者 

利用者番号  利用者種別  

氏名（団体の場合は名称と代表者名） 

 

住所（団体の場合は所在地）             TEL 

 

電子メールアドレス 

（略） 
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改正後 改正前 

第３号様式（第５条関係） 第３号様式（第５条関係） 

 

使用料減免申請書 

（あて先）板橋区立 

グリーンカレッジホール管理者 

下記の通り申請します。                           

予約番号 
 

年 月 日 利用施設  

利 用 者 

利用者番号  利用者種別  

氏名（団体の場合は名称と代表者名） 

 

住所（団体の場合は所在地）          TEL 

電子メールアドレス 

申 請 者  

（略） 

 

使用料減免申請書 

（あて先）板橋区立 

シニア学習プラザ施設管理者 

下記の通り申請します。 

予約番号 
 

年 月 日 利用施設  

利 用 者 

利用者番号  利用者種別  

氏名（団体の場合は名称と代表者名） 

 

住所（団体の場合は所在地）          TEL 

電子メールアドレス 

申 請 者  

（略） 
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改正後 改正前 

第４号様式（第５条関係） 

 

第４号様式（第５条関係） 

使用料減免承認書 

 

 

 使 用 料 等 減 免 承 認 書              

 

年  月  日  

 

（宛先） 

       様 

 

板橋区立グリーンカレッジホール管理者    

           

 

 下記のとおり、使用料等の減額・免除を承認します。 

 

（略） 

使用料減免承認書 
 

使 用 料 等 減 免 承 認 書              

 

年  月  日  

 

（宛先） 

       様 

 

板橋区立シニア学習プラザ    

施設管理者           

 

 下記のとおり、使用料等の減額・免除を承認します。 

 

（略） 
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改正後 改正前 

第５号様式（第６条関係） 第５号様式（第６条関係） 

利用変更等申請書 
（あて先）板橋区立 

グリーンカレッジホール管理者 

下記の通り申請します。                           

予約番号 

年 月 日 利用施設  

利 用 者 

利用者番号  利用者種別  

氏名（団体の場合は名称と代表者名） 

 

住所（団体の場合は所在地）             TEL 

 

電子メールアドレス 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用変更等申請書 

（あて先）板橋区立 

シニア学習プラザ施設管理者 

下記の通り申請します。                           

予約番号 

年 月 日 利用施設  

利 用 者 

利用者番号  利用者種別  

氏名（団体の場合は名称と代表者名） 

 

住所（団体の場合は所在地）             TEL 

 

電子メールアドレス 

（略） 
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改正後 改正前 

 

第７号様式（第７条関係） 第７号様式（第７条関係） 

 

還付請求書 

予約番号       

年 月 日 

（宛先）板橋区立          請 求 者 利用者(団体)名                

グリーンカレッジホール管理者           住所                    

代表者氏名      

電話          

 

下記のとおり使用料の還付を請求します。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

還付請求書 

予約番号       

年 月 日 

（宛先）板橋区立          請 求 者 利用者(団体)名                

シニア学習プラザ施設管理者           住所                    

代表者氏名      

電話          

 

下記のとおり使用料の還付を請求します。 

（略） 
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改正後 改正前 

 

 

第８号様式（第８条関係） 第８号様式（第８条関係） 

        利用承認取消等通知書                

 

年 月 日 

         様 

 

板橋区立グリーンカレッジホール     

  管理者 

 

東京都板橋区立グリーンカレッジホール条例第 10 条第２項の規定に基づき、

下記のとおり利用承認の取消し・利用の制限・利用の停止をしたので通知しま

す。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        利用承認取消等通知書                

 

年 月 日 

         様 

 

板橋区立シニア学習プラザ      

施設管理者            

 

東京都板橋区立シニア学習プラザ   条例第 10 条第２項の規定に基づき、

下記のとおり利用承認の取消し・利用の制限・利用の停止をしたので通知しま

す。 

（略） 
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第９号様式（第12条関係） 第９号様式（第12条関係） 

指定管理者指定申請書 

 

東京都板橋区立グリーンカレッジホール条例第 14 条第２項及び東京都板橋区立

グリーンカレッジホール条例施行規則第 12 条の規定に基づき、東京都板橋区立

グリーンカレッジホールの指定管理者の指定を受けたいので、関係書類を添えて

申請いたします。 

（略） 

 

 

 

指定管理者指定申請書 

 

東京都板橋区立シニア学習プラザ条例  第 14 条第２項及び東京都板橋区立 

シニア学習プラザ条例施行規則   第 12 条の規定に基づき、東京都板橋区立

シニア学習プラザ   の指定管理者の指定を受けたいので、関係書類を添えて

申請いたします。 

（略） 

第10号様式（第13条関係） 第10号様式（第13条関係） 

        指定管理者候補団体選定通知書        指定管理者候補団体選定通知書 

    年  月  日付けで申請された、東京都板橋区立グリーンカ 

レッジホールの指定管理者の指定について、選考の結果、貴団体は指定管理

者候補団体として選定されましたので、東京都板橋区立グリーンカレッジホ

ール条例施行規則第 13条第２項の規定により通知いたします。 

（略） 

 

 

 

 

    年  月  日付けで申請された、東京都板橋区立シニア学習 

プラザ   の指定管理者の指定について、選考の結果、貴団体は指定管理

者候補団体として選定されましたので、東京都板橋区立シニア学習プラザ条

例施行規則   第 13 条第２項の規定により通知いたします。 

（略） 

第 11号様式（第 13条関係） 第 11号様式（第 13条関係） 

指定管理者不指定書 指定管理者不指定書 

 年  月  日付けで申請された、東京都板橋区立グリーンカレッジ

ホールの指定管理者の指定について、下記の理由により、貴団体を指定管理

者に指定しません。 

（略） 

 年  月  日付けで申請された、東京都板橋区立シニア学習プラザ 

   の指定管理者の指定について、下記の理由により、貴団体を指定管理

者に指定しません。 

（略） 



11/11 

改正後 改正前 

第12号様式（第13条関係） 第12号様式（第13条関係） 

指定管理者指定書 指定管理者指定書 

   年  月  日付けで申請された、東京都板橋区立グリーンカレッジ 

ホールの指定管理者の指定について、貴団体を東京都板橋区立グリーンカレ

ッジホール条例第14条第３項の規定に基づき、下記のとおり指定管理者に指

定します。 

（略） 

 

 

 

 

 年  月  日付けで申請された、東京都板橋区立  シニア学習プラ 

ザ  の指定管理者の指定について、貴団体を東京都板橋区立      シニ

ア学習プラザ条例第 14 条第３項の規定に基づき、下記のとおり指定管理者に指

定します。 

（略） 

第13号様式（第14条関係） 第 13 号様式（第 14 条関係） 

指定管理者指定取消等通知書 指定管理者指定取消等通知書 

東京都板橋区立グリーンカレッジホール条例施行規則第 14 条の規定により、下 

記のとおり東京都板橋区立グリーンカレッジホール指定管理者の指定の取消

し・業務の全部の停止・業務の一部の停止をしたので通知します。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

東京都板橋区立シニア学習プラザ条例施行規則   第 14 条の規定により、下

記のとおり東京都板橋区立シニア学習プラザ     指定管理者の指定の取 

消し・業務の全部の停止・業務の一部の停止をしたので通知します。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 


